
 
 

台風8号により被害を受けられた皆様へ 
 

 

 

このたびの台風8号により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

一日も早い復旧と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。  

当社では、このたびの災害により被害を受けた皆様のご契約について、以下の通りお取扱い 

いたしますので、お知らせします。  
 

◇災害救助法適用地域の特別取扱いについて  
 

１．保険料お払込猶予期間の延長について  

この度の被害により、保険料のお払込みが一時的に困難なお客様へは、お申し出いただくことで 

保険料のお払込みを猶予する期間について延長（最長６ヶ月）いたします。  
 

２．保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払いについて  

ご請求の際、お申し出いただきましたら、必要な書類を一部省略すること等により、簡易迅速な 

お取扱いをいたします。 
 

◇災害救助法の適用状況（厚生労働省発表） 
 

法適用日 災害救助法適用地域 

2014年7月9日 【長野県】 

木曽郡南木曽町 

【山形県】 

南陽市 ※ 

※印は適用追加地域 

 

◇お問い合わせ 先 
 

当社では、被災されたご契約者の皆様からのお問い合わせ・ご相談を、取扱店または以下のフリ

ーダイヤルにて承っております。ご利用下さいますようお願い申し上げます。 

（すべて携帯電話からも通話が可能です） 

 

生命保険に関するお問い合わせ 

【カスタマーサービスセンター】 
保険代理店やコンサルタント社員からご加入のお客様 

◆ 0120－881－796  
月～金 9:00-20:00  土 9:00-18:00  

日・祝日・年末年始 休み 

【通販保全センター】 
テレビ、新聞等の通信販売・店頭販売でご加入のお客様 

◆ 0120－112－286  
月～金 9:00-20:00  土 9:00-18:00  

日・祝日・年末年始 休み 

 年金保険に関するお問い合わせ 

【ファイナンシャルサービスセンター】 

保険代理店やコンサルタント社員からご加入のお客様 

◆ 0120－313－370  

月～金 9:00-18:00  土・日・祝日・年末年始  休み 

金融機関窓口でご加入のお客様 

◆ 0120－056－076  

月～金 9:00-18:00  土・日・祝日・年末年始  休み 

 保険金・給付金等に関するお問い合わせ 

【保険金コールセンター】 

◆ 0120－117－302  

月～金 9:00-20:00  土 9:00-18:00  日・祝日・年末年始 休み 

 


